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都市計画マスタープランとは 

 市計画マスタープランとは、市が定める 市計画に関する基本的な方

針です。 

本計画に基づいて、⼟地利⽤の誘導や道路・公園の整備など、個別の 

市計画が実施されます。 

この計画の対象範囲は、伊勢崎市全域で、概ね20年間を⾒通したうえ

で、 市の具体的整備の目標年次を計画期間10年間として策定します。 

全体構想 －都市づくりの目標－ 

１．都市づくりの基本的な考え方・基本目標 

第２次伊勢崎市総合計画が掲げる将来 市像『夢ふくらみ 安心して暮らせる 元気 市 いせさき』を

共有し、その実現に向けて、 市づくりの基本的な考え方及び４つの基本目標を設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．将来都市構造 

将来 市像の実現を目指し、市の拠

点や 市の軸の配置、概ねの⼟地利⽤

のゾーニングをあらわす将来 市構造

を設定し、 市づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 画期間 

（ 画の目標年次） 
 

令和 12 年度 

【将来 市像】 夢ふくらみ 安心して暮らせる 元気 市 いせさき 

【 市づくりの基本的な考え方】 

「便利な暮らし」「地域の活⼒」「豊かな自然・歴史・文化」を次の世代へ 

基本目標１ 
時代の変化を先

取りして持続的

に発展するまち 

基本目標２ 
住み慣れた地域

で安心して安全

に便利で快適に

暮らし続けられ

るまち 

基本目標３ 
地域経済をけん

引 す る 元 気 な 

産業が営まれる

まち 

基本目標４ 
自然、歴史・文化

を活かしたまち 

●将来都市構造図 凡例 
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地域別構想 －地域づくりの方針－ 

市⺠に⾝近な地域単位の 市づくりの方針を⽰します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

⻄部 
地域 

【地域特性を踏まえた課題】 
●広域的な交流を担う拠点の形成 
●利便性の⾼い地域拠点の形成 
●良好な市街地環境の保全 
●良好な農地の保全 
●公共交通の利便性の向上 
●災害に強い市街地の形成 

【将来像】 

良好な住宅地と活⼒ある商業地が共

存する、市⻄部の広域商業拠点地域 

※各地域の詳しい記載内容は、本編でご確認ください。 

北⻄部 
地域 

【将来像】 

多くの人が集い、交流する、 

観光・レクリエーション地域 

【地域特性を踏まえた課題】 
●中心市街地へのアクセス性の向上 
●良好な農地の保全 
●広域的な交通利便性の⾼さを活かした

雇⽤の場の確保 
●地域資源の 市づくりへの活⽤ 

【将来像】 

豊かな自然と歴史・文化、暮らしが調和

する、市北部の拠点地域 

【地域特性を踏まえた課題】 
●利便性の⾼い地域拠点の形成 
●計画的な⼟地利⽤誘導 
●広域的な交通利便性の⾼さを活かした雇⽤の

場の確保 
●一般国道 50 号前橋笠懸道路の着実な整備 
●地域資源の活⽤による地域の魅⼒の向上 

●地域区分 

中央 
地域 

【将来像】 

多くの人・物・文化が集う、便利で魅⼒

的な暮らしと交流の拠点地域 

【地域特性を踏まえた課題】 
●中心市街地の活性化 
●中心市街地における人口の維持・確保 
●公共交通結節拠点としての機能強化 
●災害に強い市街地の形成 
●地域資源の活⽤による地域の魅⼒の向上 

●地域づくりの方針図 凡例 

北部 
地域 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【地域特性を踏まえた課題】 
●中心市街地へのアクセス性の向上 
●広域的な交通利便性の⾼さを活かし

た雇⽤の場の確保 
●北部環状線の整備 
●災害に強い市街地の形成 

【将来像】 

多様な働く場と便利な暮らしの

場が近接する地域 

東部 
地域 

【地域特性を踏まえた課題】 
●利便性の⾼い地域拠点の形成 
●広域的な交流を担う商業地の維持 
●計画的な⼟地利⽤誘導 
● 市計画道路の⾒直し 
●地域資源の活⽤による地域の魅⼒の向上 

【将来像】 

良好な⽥園環境と歴史・文化、暮ら

しが調和する、市東部の拠点地域 南東部 
地域 

【地域特性を踏まえた課題】 
●境町駅周辺の市街地の活性化 
●境町駅周辺の市街地における人口の

維持・確保 
●新たな工業⽤地の確保 
● 市計画道路の整備 
●災害に強い市街地の形成 
●地域資源の活⽤による地域の魅⼒の

向上 
 

【将来像】 

活⼒ある産業と歴史・文化、暮

らしが調和する、市南東部の拠

点地域 

南部 
地域 

【地域特性を踏まえた課題】 
●利便性の⾼い地域拠点の形成 
●新たな工業⽤地の確保 
●災害に強い市街地の形成 
●教育機関との連携 

【将来像】 

活⼒ある産業と暮らしが調和する、

文教地域 

南⻄部 
地域 

【将来像】 

広域幹線道路による良好な住宅地

と産業が集積する地域 

【地域特性を踏まえた課題】 
●良好な市街地環境の保全 
●東⽑広域幹線道路の整備効果を活かし

た新たな工業⽤地の確保 
●剛志駅周辺の⼟地の有効活⽤ 
●良好な農地の保全 
●災害に強い市街地の形成 



＜都市づくり方針の構成＞ 

●⼟地利⽤の方針 

●都市施設の整備・管理方針 
（道路、公共交通、公園・緑地、 

河川・池沼等、その他の 市施設） 

●住環境の形成方針   

●自然環境の保全方針 

●都市景観の形成方針   

●都市防災の基本方針 

●観光・レクリエーション環境の形
成方針 

※各部門の詳しい記載内容は、本編でご
確認ください。 

道路ネットワーク 
の形成方針図 

●効果的な都市づくりの推進 
・持続可能な 市づくりに向け

た施策の展開 

・ 市づくりに向けた分野別計

画の策定・改定 

・伊勢崎市⽴地適正化計画に基

づく取組の推進 

・市⺠提案による 市づくりの

実現 

・⺠間活⼒の積極的な導⼊ 

・補助制度などの積極的な活⽤ 

・効率的・効果的な事業の実施 

・最新技術の活⽤ 

●市⺠・事業者・⾏政の協働による都市づくりの推進 

事業者・NPO の役割 

・市の 市づくりの方針を理解し、自らが
⾏う事業やノウハウ・技術⼒により、市
⺠や⾏政が進める取組に積極的に協⼒・
貢献 

⾏政の役割 

・ 市計画マスタープランに基づく事業の
推進及び調整を実施 

・市⺠、事業者が 市づくりに参画しやす
い環境の形成や、各種活動に対する支援 

・周辺の市、県、国との連携・調整 

・市⺠自らが暮らし、働く場である地域の 
市づくりに対する関心を持ち、より良い地
域の実現を目指した取組に主体的に参画 

連携・協働 

・ 市計画マスタープランに

基づく各種施策、事業など

の実施 

・個別の整備計画などの⽴案 

・評価結果を踏まえ、各種

施策、事業や個別の整備

計画の⾒直し 

・必要に応じて 市計画マ

スタープランを⾒直し 

・各種施策・事
業の実施 

・各種施策・事業の実施状況、

基本目標の達成状況を評価 

・未達成の理由や効果的な施

策・事業などについて分析・

把握 

 お問い合わせ先   伊勢崎市 都市計画部 都市計画課 

   住  所：伊勢崎市今泉町二丁目 410 電話番号：0270-25-5111（代表） 
 

●計画の進⾏管理 
 

全体構想 －都市づくりの方針－ 

市全体の 市づくり方針を⽰しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実現化方策 

１．都市計画の指定・⾒直し方策 

 市計画区域の現状・課題

を踏まえ、次の方針により 

市計画の指定・⾒直しを進め

ます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画を推進するために 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

●⼟地利⽤方針図 凡例 

⼟地利⽤方針図 

←地域レベル 全市レベル→ 

市⺠・事業者の役割 

⾏政の役割 

 
割
分
担
の
比
重 

●道路ネットワークの形成方針図 凡例 

〒372-8501　伊勢崎市今泉町二丁目410 4


